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議案第５１号 

 

   太田市副市長選任の同意について 

次の者を太田市副市長に選任したいので、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１６２条の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和７年５月１６日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

３ 生年月日   
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議案第５２号 

 

   太田市教育委員会教育長任命の同意について 

太田市教育委員会教育長恩田由之は、令和７年５月１５日辞職した

ため、その後任に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定

により、議会の同意を求める。 

 

  令和７年５月１６日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

３ 生年月日   
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議案第５３号 

 

   太田市教育委員会委員任命の同意について 

 太田市教育委員会委員倉嶋慶秀は、令和７年５月３１日任期満了に

なるため、その後任に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和７年５月１６日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

３ 生年月日   

 



4 

議案第５４号 

 

   太田市監査委員選任の同意について 

太田市監査委員久保田俊は、令和７年５月１５日退職したため、そ

の後任に次の者を選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和７年５月１６日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

３ 生年月日   
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議案第５５号 

 

   太田市固定資産評価員選任の同意について 

 太田市固定資産評価員松森則之は、令和７年５月１５日辞職したた

め、その後任に次の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第４０４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和７年５月１６日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

３ 生年月日   
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議案第５６号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員今泉廣司は、令和７年３月３１日任期満了になったた

め、後任候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求め

る。 

 

  令和７年５月１６日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

３ 生年月日   
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議案第５７号 

 

令和６年度太田市一般会計補正予算（第１０号）についての専

決処分について 

令和６年度太田市一般会計補正予算（第１０号）について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、報告し承認を

求める。 

 

令和７年５月１６日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

専決処分書 

令和６年度太田市一般会計補正予算（第１０号）について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次

のとおり専決処分する。 

 

令和７年３月３１日 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

令和６年度太田市一般会計補正予算（第１０号）について 別冊 
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議案第５８号 

 

令和６年度太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついての専決処分について 

令和６年度太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、報

告し承認を求める。 

 

令和７年５月１６日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

専決処分書 

令和６年度太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年３月３１日 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

令和６年度太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て 別冊 
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議案第５９号 

 

令和６年度太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

についての専決処分について 

令和６年度太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、

報告し承認を求める。 

 

令和７年５月１６日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

専決処分書 

令和６年度太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年３月３１日 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

令和６年度太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて 別冊 
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議案第６０号 

 

令和６年度太田市八王子山墓園特別会計補正予算（第３号）に

ついての専決処分について 

令和６年度太田市八王子山墓園特別会計補正予算（第３号）につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、報

告し承認を求める。 

 

令和７年５月１６日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

専決処分書 

令和６年度太田市八王子山墓園特別会計補正予算（第３号）につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年３月３１日 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

令和６年度太田市八王子山墓園特別会計補正予算（第３号）につい

て 別冊 
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議案第６１号 

 

令和６年度太田市介護保険特別会計補正予算（第４号）につい

ての専決処分について 

令和６年度太田市介護保険特別会計補正予算（第４号）について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、報告し

承認を求める。 

 

令和７年５月１６日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

専決処分書 

令和６年度太田市介護保険特別会計補正予算（第４号）について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年３月３１日 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

令和６年度太田市介護保険特別会計補正予算（第４号）について 

別冊 
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議案第６２号 

 

令和６年度太田市太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）

についての専決処分について 

令和６年度太田市太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、

報告し承認を求める。 

 

令和７年５月１６日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

専決処分書 

令和６年度太田市太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年３月３１日 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

令和６年度太田市太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 別冊 
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議案第６３号 

 

   太田市市税条例の一部を改正する条例についての専決処分に 

ついて 

 太田市市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定により、報告し承認を求める。 

 

  令和７年５月１６日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

専決処分書 

太田市市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専

決処分する。 

 

令和７年３月３１日 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市市税条例の一部を改正する条例 

太田市市税条例（平成１７年太田市条例第７５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３６条の２第９項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に

改める。 

第８２条第１号イ中「ニ」を「ハ及びホ」に改め、同号ロ中「又は」

を「（ハに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ニを同号ホとし、
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同号ハ中「又は」を「（ハに掲げるものを除く。）又は」に改め、同

号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。 

ハ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高

出力が４．０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

第８９条第２項第５号中「定格出力」の次に「（第８２条第１号ハ

に掲げる原動機付自転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出

力）」を加える。 

第９０条第２項中「を提示」を「又はこれらの者の特定免許情報（同

法第９５条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。第３項におい

て同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード（同条第４項に

規定する免許情報記録個人番号カードをいう。第３項において同じ。）

を提示」に改め、同項第５号中「の番号、交付年月日及び」を「又は

道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定する免許情報記録（以下

この号において「免許情報記録」という。）の番号、運転免許の年月

日、運転免許証又は免許情報記録の」に改め、同条中第４項を第５項

とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したと

きは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報

を確認するために必要な措置を受けなければならない。 

附則第１０条の２第１５項中「附則第１５条第３８項」を「附則第

１５条第３７項」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第４１項」

を「附則第１５条第４０項」に改め、同条第１７項中「附則第１５条

第４２項」を「附則第１５条第４１項」に改める。 

附則第１０条の３中第１５項を第１６項とし、第１４項を第１５項

とし、第１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンシ

ョンに係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出が

なかった場合においても、マンションの管理の適正化の推進に関す
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る法律（平成１２年法律第１４９号）第５条の２第１項に規定する

管理組合の管理者等から法附則第１５条の９の３第２項に規定す

る期間内に施行規則附則第７条第１７項各号に掲げる書類の提出

がされ、かつ、当該特定マンションが法附則第１５条の９の３第１

項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にか

かわらず、同条第１項の規定を適用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の太田市市税条例（以下「新条例」と

いう。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年

度分の固定資産税について適用し、令和６年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第８２条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令

和７年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和

６年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例によ

る。 
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議案第６４号 

 

   太田市都市計画税条例の一部を改正する条例についての専決処   

分について 

 太田市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと       

おり専決処分したので、同条第３項の規定により、報告し承認を求め

る。 

   

  令和７年５月１６日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

   専決処分書 

太田市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分する。 

 

  令和７年３月３１日 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

太田市都市計画税条例（平成１７年太田市条例第７６号）の一部を

次のように改正する。 

附則第５項の見出し及び同項中「附則第１５条第３８項」を「附則

第１５条第３７項」に改める。 

附則第６項の見出し及び同項中「附則第１５条第４２項」を「附則
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第１５条第４１項」に改める。 

附則第７項第１号中「個人番号」の次に「（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出

する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。）」

を、「法人番号」の次に「（同条第１６項に規定する法人番号をいう。

以下この号において同じ。）」を加える。 

附則第１７項中「第３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若

しくは第４５項」を「第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項

若しくは第４４項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の太田市都市計画税条例の規定は、令和７

年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和６年度分まで

の都市計画税については、なお従前の例による。 
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議案第６５号 

 

   太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専

決処分について 

 太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、報告し承認を

求める。 

 

  令和７年５月１６日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

専決処分書 

 太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次

のとおり専決処分する。 

 

  令和７年３月３１日 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 太田市国民健康保険税条例（平成２２年太田市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

第３条第２項ただし書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条

第３項ただし書中「２４万円」を「２６万円」に改める。 

第２８条第１項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を
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「２６万円」に改め、同項第２号中「２９万５，０００円」を「３０

万５，０００円」に改め、同項第３号中「５４万５，０００円」を「５

６万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の太田市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。 

 


